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富士市都市整備部みどりの課 

 

 

 



 
緑化計画の承認を申請する皆さんへ     富士市は、先人から受け継いだ富士山の恵みを始めとする良好な環境を、永遠に継

承できるよう、環境の保全と創造に積極的に取り組んでいます。    この「みどりはみんなのパートナー（富士市緑化基準）」は、開発行為や土地利用

事業などに係る緑化規定を設けて、本市の「緑あふれるまちづくり」の推進を図る

ものです。 

 

目次では、承認を申請する方のご理解をいただくため、はじめに緑化基準の趣旨

を掲げました。次に富士市緑化基準の骨子となる条文を示し、要点の把握、確認を

容易にしてあります。緑化計画を策定するに当たりましては、全文１３条からなる

富士市緑化基準と、資料として掲げた植栽樹種を参考としてください。  
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◎ 富士市緑化基準とは（緑化基準 第１条） 

 この基準は、「富士山に似合う 緑あふれるまち」を都市像とする「緑の基本計画」を

ふまえ、開発行為又は土地利用事業に係る諸制度、また、市のその他の計画における緑化

や緑地に関する事項と密接に連携し、緑化の促進と緑地の設置についての規範を定め、「緑

の基本計画」の具現を図るものです。 

 

 

１．適用範囲について（緑化基準 第２条） 

富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成４年富士市告示第１０１号。)第３条

に規定する適用範囲（富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例第２条第

２号で定める森林地を除く。）と同一とします。 

前記の許可又は承認等を申請する者及び開発行為等の許可又は承認等を受けた者から当

該施設等を承継した者を本基準の対象とします。 

 

２．緑地の設定について（緑化基準 第３条） 

緑地の設定については、できる限り樹木にとって好条件（日照・通風）のところに設置し

てください。 

周囲住民への緑化をアピールするべく主要な出入り口周辺、道路に接する敷地境界に設置

してください。 

樹木の育成管理を見据えて、申請者の考えを充分汲み入れ、個性ある緑地を創出してくだ

さい。 

地上部での緑地確保が難しい場合、屋上緑化又は壁面緑化をご検討ください。 

 

３．緑地面積の算定方法について（緑化基準 第４条） 

緑地面積の算出については、緑地面積に算入することができるものと、できないものを明

確にしてあります。 

 

例）＊ 樹冠の水平投影面積とは？  

＊ 法面に緑地を設置する場合の水平投影面積とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
樹冠水平投影面積 水平投影面積 

法面 
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４．植栽密度について（緑化基準 第５条） 

植栽密度については、最低限度の植栽密度を表示してあります。 

植栽する樹木の植栽密度は、低木に換算して 1 平方メートルあたり２本以上としてくださ

い。 

密度は、最低限度を表示してありますが、より高密度をめざし、質の良い緑地となるよう

計画を立ててください。 

 

例）開発面積が 5,000 ㎡の民間施設の土地利用事業である場合 

  今回、550 ㎡（緑化率 11％）の緑地を計画、うち地被植物植栽を 20 ㎡計画する。 

高木（Ｔⅰ）を３２本・中木（Ｔⅱ）を３０本・低木（Ｔⅲ）を６３０本の植栽を計画。 

計算式 ２Ａ≦２０Ｔⅰ＋５Ｔⅱ＋Ｔⅲ  に代入し、計算すると 

 

２×（５５０―２０㎡）≦２０×３２本+５×３０本+６３０本 

        ２×５３０≦１,４２０ 

＊ 密度：１㎡当たり２.６７本・・・成立 

 

 

５．緑化率について（緑化基準 第６条及び第１１条） 

原則として、開発面積の規模に関わらず、 

民間施設については１０パーセント以上 

公共施設については１５パーセント以上 

の緑化率を適用します。ただし、開発行為等の完了後及び開発行為等の許可又は承認等の

申請における施設設置計画の段階において、「特別の理由」が存する場合には、別表の定

めによる緑化率を適用できるものとします。 

 

 

６．緑化計画書等の保管管理について（緑化基準 第２条及び第１０条） 

許可又は承認等を申請する者及び開発行為等の許可又は承認等を受けた者から当該施設

等を承継した者は、緑化計画書等を適正に保存管理してください。 

 

 

７．確認調査等について（緑化基準 第１３条） 

市長は、緑地及び植栽物についての育成管理状況を調査できるものとします。 

このため、緑地等の所有者又は管理者は、この調査にご協力をお願いします。 
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富 士 市 緑 化 基 準 

(趣旨) 

第１条 この基準は、「富士山に似合う 緑あふれるまち」を都市像とする「緑の基本計画」

をふまえ、開発行為又は土地利用事業に係る諸制度、また、市のその他の計画における

緑化や緑地に関する事項と密接に連携し、緑化の促進と緑地の設置についての規範を定

め、「緑の基本計画」の具現を図るものとする。 

 

(適用範囲) 

第２条 適用範囲は、次のとおりとする。 

(1) 富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱（平成４年富士市告示第１０１号。以

下「指導要綱」という）第３条に規定する適用範囲（富士市富士・愛鷹山麓地域の森

林機能の保全に関する条例第２条第２号で定める森林地を除く。）と同一とする。 

(2)  前号の許可又は承認等を申請する者(以下「申請者」という。)及び開発行為等の許可

又は承認等を受けた者から当該施設等を承継した者(以下「承継者」という。)を本基準

の対象とする。 

 

(緑地の設定等) 

第３条 緑地の設置箇所及び植栽方法等については、次のとおりとする。 

(1) 緑地は見切りコンクリート、縁石及び緑化ブロック等により区画すること。 

(2) 緑地の設置箇所の選定については、日照及び通風等を考慮すること。 

(3) 開発区域の主要な出入口周辺には、優先的に緑地を設置すること。 

(4) 開発区域が道路に接する場合には、その境界地に優先的に緑地を設置すること。 

(5) 隣接地の境界地に植栽する場合は、隣接地の利用形態及び生活環境に配慮した植栽を

すること。 

(6) 緑地の面積及び形状に応じた植栽方法及び樹種を選定すること。 

(7) シンボルツリーを植栽し、緑化意識を醸成する個性ある緑化を創出すること。 

(8) 開発区域内に樹木等が存する場合は、その樹木等の活用を考慮すること。 

（9) 緑地内に地下埋設物を設置する場合は、これが樹木の植栽を妨げるなど、植栽物を限

定することのないようにすること。ただし、全体の緑地の形態及び植栽物の構成が本基

準に適合する場合は、この限りでない。 

(10)屋上緑化及び壁面緑化等の緑化手法を採用できるものとする。 

 

(緑地面積の算定) 

第４条 緑地面積の算定については、次のとおりとする。 

(1) 緑地内に設置する面積 1 平方メートル未満の工作物については、その工作物の面積は
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緑地面積に含めるものとする。ただし、工作物を複数個連続して設置する場合は、こ

の限りでない。 

(2) 緑地内に植栽する樹木等の管理に必要な通路等については、その通路等の面積は緑地

面積に含めるものとする。 

(3) 緑地を区画する縁石等の面積は、緑地面積に含めるものとする。 

(4) 地被類を使用する場合は、その面積は、原則として緑地面積の２０パーセント以内の

面積とすること。 

 (5) 噴水、水流、池その他の修景施設(以下「環境施設」という。)を設置する場合は、そ

の環境施設の面積は緑地面積に含めるものとする。ただし、環境施設の面積は、前号の

地被類植栽面積とあわせて緑地面積の２０パーセント以内の面積とする。 

(6) 花壇を設置する場合は、その面積は緑地の面積に含めるものとする。ただし、開発面

積の０.５パーセント以内の面積とし、年間を通じた植栽を条件とする。また、地域住

民の協力を得て、共同で花壇の管理を行う場合は、開発面積の１.０パーセント以内の

面積の花壇を設置することができるものとする。 

 (7) シンボルツリーを植栽する場合は、そのシンボルツリーの樹冠の水平投影面積を緑地

面積とすることができるものとする。 

  (8) 法面に緑地を設置する場合の緑地面積は、その緑地の水平投影面積とする。 

 (9) 壁面緑化をする場合の緑地面積は、該当する外壁の直立部分の水平投影の長さの合計

に１メートルを乗じた面積とする。 

 

(植栽密度) 

第５条 緑地に植栽する樹木の植栽密度は、低木に換算して 1 平方メートル当たり２本以

上とすることとし、具体的な計算方法は次のとおりとする。 

２Ａ≦２０Ｔⅰ＋５Ｔⅱ＋Ｔⅲ 

高木（Ｔⅰ）：植栽時に高さが２．５メートル以上の樹木 

高木 1 本は、低木２0 本に相当 

中木（Ｔⅱ）：植栽時に高さが１メートル以上２.５メートル未満の樹木 

中木 1 本は、低木５本に相当 

低木（Ｔⅲ）：植栽時に高さが１メートル未満の樹木 

 

緑地の面積（Ａ）：前条第 4 号、第 5 号及び第 9号に規定する緑地面積は含まないものと

する (単位 平方メートル)  

  

(緑化率)  

第６条 緑化率は、次のとおりとする。 

(1) 民間施設の緑化率は、１０パーセント以上とする。 
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(2) 公共施設の緑化率は、１５パーセント以上とする。 

(緑化率の算出) 

第７条 緑化率は、次の算式により算出するものとする。 

 (算式) 

  緑化率(%)＝緑地面積÷開発面積×100 

２ 法令等により緑地の設置が規制される場合の緑化率については、次に定める方法によ

り算出するものとする。 

(1) 開発区域内に国、県及び市等の公共施設管理者に帰属する施設を設置する場合の緑化

率の算出については、開発面積からその施設の面積を減じた開発面積の数値を使用し

て緑化率を算出するものとする。 

  (2) 法令等により緑化率が規定されている場合は、その緑化率によるものとする。ただし、

その緑化率が前条の緑化率を下回る場合には、申請者（承継者を含む。）は、緑化率の

乖離の縮小に努めなければならない。 

  (3) 危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号）により給油空地の確保が定め

られている事業又は法令等により緑地の設置が規制される事業の緑化率については、

次の方法により算出するものとする。 

  (ァ) 危険物の規制に関する政令により給油空地の確保が定められている事業の緑化率 

     緑化率(%)＝緑地面積÷(開発面積－給油空地の面積)×100 

  (ィ) 法令等により緑地の設置が規制される事業の緑化率 

     緑化率(%)＝緑地面積÷(開発面積－法令等により緑地の設置が規制される面積)×100 

 

(緑化計画の策定等) 

第８条 緑化計画の策定及び緑化計画書の作成等については、次によるものとする。 

(1) 申請者は、緑化計画を策定し、緑化計画書(第１号様式)、緑化平面図及び緑地求積図(以

下「緑化計画書等」という。)を作成しなければならない。 

(2) 申請者は、緑化計画に変更が生じた場合は、市長と協議の上、緑化計画書等を変更し

なければならない。 

 

(緑化計画書等の提出及び承認等) 

第９条 緑化計画書等の提出及び承認等については、次によるものとする。 

(1) 申請者は、緑化計画書等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。前条第

２号の規定により緑化計画書等を変更する場合にあっても、同様とする。 

(2) 市長は、緑化計画書等を受理した場合は、本基準に基づき審査し、適正と認められる

場合は、承認するものとする。前条第２号の規定により緑化計画書等を変更する場合に

あっても、同様とする。 

(3) 申請者（承継者を含む。）は、開発行為等の完了後において、緑地の形状及び設置箇
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所に変更が生じた場合は、市長に緑化計画書等を提出しなければならない。 

 (緑化計画書等の保存管理) 

第１０条 申請者（承継者を含む。）は、前条第 1 号、又は第 3 号の緑化計画書等を適正に

保存管理しなければならない。 

 

(緑化率の特例) 

第１１条 緑化率の特例は、開発行為等の完了後、緑地の一部の撤去又は改変を行わなけ

ればならない特別の理由が生じた場合及び開発行為等の許可又は承認等の申請における

施設設置計画の段階において、特別の理由が存する場合に適用するものとし、その率は、

別表の定めによるものとする。 

 

(緑化率の特例の申請方法等) 

第１２条 前条に係る申請方法等については、次によるものとする。 

(1) 緑化率の特例の申請は、原則として１回限りとする。 

 (2) 特別の理由により緑化率を減ずる場合は、緑化率減率承認申請書(第２号様式)及び緑

地の保全及び植栽物の育成管理に係る誓約書を市長に提出し、市長の承認を受けなけ

ればならない。 

(3) 市長は、緑化率の減率の申請があったときは、緑地及び植栽状況を調査し、緑地等の

撤去又は改変の有無を確認するものとする。 

(4) 市長は、緑化率減率承認申請書を受理し、承認したときは、申請者（承継者を含む。）

に緑化率減率承認書(第３号様式)を交付するものとする。 

(5) 市長は、必要があると認めるときは、前号の承認に条件を付すことができるものとす

る。 

 

(確認調査及び事後手続等) 

第１３条 緑地等の確認調査及び緑地等の撤去等に係る事後手続等については、次による

ものとする。 

(1) 市長は、開発行為等の完了検査後、5 年以内に緑地の保全及び植栽物の育成管理状況

を調査できるものとする。この場合において、緑地等の所有者又は管理者は、この調査

に協力しなければならない。 

(2) 市長は、緑地等の撤去又は改変を発見したときは、申請者 (承継者を含む。)に対し、

原状回復を要請するものとする。ただし、第１０条及び第１１条の規定に適合し、かつ、

その規定を履行する場合は、この限りでない。 

 

附 則 

平成４年１０月１日施行 
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平成１９年４月１日改正 

別表（第１１条関係） 

 

(1) 民間施設の緑化率の特例 

                                                原則       減率後 

(ァ) 開発面積 2,000 ㎡未満         緑化率 10%以上     5%以上 

(ィ) 開発面積 2,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満   緑化率 10%以上    6%以上 

(ゥ) 開発面積 3,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満   緑化率 10%以上    7%以上 

(ェ) 開発面積 5,000 ㎡以上 7,000 ㎡未満   緑化率 10%以上    8%以上 

(ォ) 開発面積 7,000 ㎡以上 9,000 ㎡未満   緑化率 10%以上    9%以上 

 

(2) 公共施設の緑化率の特例 

                          原則       減率後 

(ァ) 開発面積 2,000 ㎡未満         緑化率 15%以上    10%以上 

(ィ) 開発面積 2,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満   緑化率 15%以上    11%以上 

(ゥ) 開発面積 3,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満   緑化率 15%以上    12%以上 

(ェ) 開発面積 5,000 ㎡以上 7,000 ㎡未満   緑化率 15%以上    13%以上 

(ォ) 開発面積 7,000 ㎡以上 9,000 ㎡未満   緑化率 15%以上    14%以上 

 

 

（3）減率できる最大限度の率は、５パーセントとする。ただし、上記の減率後の緑化率

を下回ることはできない。 

 

(4) 減率を承認された者(承継者を含む。)は、減率した理由が消滅した場合は、緑地等を

原状に回復しなければならない。 
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第１号様式（第８条関係） 

（表） 

                緑 化 計 画 書 

 

                            平成  年  月  日 

 

 (あて先)富士市長 

 

                      (申請者) 

                       住所 

                    

                       氏名               

 

                       連絡先 

 

 次のとおり開発行為等に係る施設の緑化を計画します。 

 

事  業  名  

申  請  地  用 途 地 域  

事 業 内 容  

開 発 面 積 ㎡ 緑地面積 ㎡ 緑化率 % 

植栽工事期間 年  月  日 ～    年  月  日 

 

植 樹 施 工 者 

 

住所 

氏名 

連絡先 

 

緑 化 管 理 者 

 

住所 

氏名 

連絡先 

 

設 計 者 

 

住所 

氏名 

連絡先 
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（裏） 

植 栽 の 内 容 

シンボルツリー 樹種  高さ ｍ 幹周 ｍ 

植  栽  樹  種 本 数(本) 
植栽時の樹木の規格(ｍ) 

備    考 
高  さ 幹  周 葉  張 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合   計      
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第２号様式（第１２条関係）その 1 

緑 化 率 減 率 承 認 申 請 書 

 

平成  年  月  日 

 

 

(あて先)富士市長 

 

(申請者) 

住 所 

 

氏 名                

 

                     連絡先 

 

申請地の所在地  

申請地の用 途  

開発行為又は土地利用事業の許可又は承認日 年  月  日 

地位承継人 住所 

      氏名 

 

  

地位承継の期日        年  月  日  

開発行為又は土地利用事業の許可又は承認申請者  

   住 所 

   氏 名 

申請地の敷地面積 ㎡ 緑地面積      ㎡ 緑化率      % 

変更後の緑地面積 ㎡ 減少緑地面積    ㎡ 変更後の緑化率  % 

(変更する理由) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 -



第３号様式（第１２条関係） 

 

緑 化 率 減 率 承 認 書 

平成  年  月  日 

 

様 

 

富士市長            印 

 

 平成  年  月  日付けの貴殿の緑化率減率承認申請については、下記の条件を

付して承認します。 

 

申請者 住 所 

    氏 名 

申請地の所在地 

減率後の緑化率         % 減率後の緑地面積         ㎡ 

 

＜条件＞ 

１．緑地及び植栽物の適正な維持管理を行うこと。 

２．市が上記物件の確認調査を行うときは、調査に協力すること。 

３．減率した理由が消滅した場合には、緑地等を原状に回復すること。 
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第２号様式（第１２条関係）その２ 

緑 化 変 更 届 出 書 

 

平成  年  月  日 

 

 

(あて先)富士市長 

 

(申請者) 

住 所 

 

氏 名                

 

                     連絡先 

 

申請地の所在地  

申請地の用 途  

開発行為又は土地利用事業の許可又は承認日 年  月  日 

地位承継人 住所 

      氏名 

 

  

地位承継の期日        年  月  日  

開発行為又は土地利用事業の許可又は承認申請者  

   住 所 

   氏 名 

申請地の敷地面積 ㎡ 緑地面積      ㎡ 緑化率      % 

変更後の緑地面積 ㎡ 減少緑地面積    ㎡ 変更後の緑化率  % 

(変更する理由) 
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第３号様式（第１２条関係） 

 

緑 化 率 減 率 承 認 書 

  年  月  日 

 

様 

 

富士市長            印 

 

     年  月  日付けの貴殿の緑化率減率承認申請については、下記の条件を

付して承認します。 

 

申請者 住 所 

    氏 名 

申請地の所在地 

減率後の緑化率         % 減率後の緑地面積         ㎡ 

 

＜条件＞ 

１．緑地及び植栽物の適正な維持管理を行うこと。 

２．市が上記物件の確認調査を行うときは、調査に協力すること。 

３．減率した理由が消滅した場合には、緑地等を原状に回復すること。 
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＜資料＞

常緑高木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
アラカシ ○ ○ ○
イヌマキ ○ ○ ○
オガタマノキ ○ ○ ×
カゴノキ ○ ×
クスノキ ○ ○ ○ ○
クロガネモチ × ○ ○ ○
ツブラジイ（シイノキ） △ ○ ○
シラカシ △ ○ × ○ ○
シロダモ ○ ○ ○
スギ ×
スダジイ △ ○ × ○ ○
タイサンボク ○ ○
タブノキ ○ ○ ○ ○
タラヨウ ○ ○
トウネズミモチ ○ ○
ナギ ○ × ○ ○ ○
ニオイヒバ ×
ハマヒサカキ ○
ヒノキ ○ ○ ○
ヒメユズリハ ○
ホルトノキ ○ ○
マテバシイ ○ ○ ○ ○
モチノキ ○ ○
ヤブニッケイ ○ ○
ヤマモモ △ × ○ ○ ○
ユズリハ ○ × ○ ○
ラカンマキ ○ ○ ○

常緑中木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
アオキ ○ ○ ○ ○ ○
アセビ ○ ○ ○
イヌツゲ ○ × ○ ○ ○
ウバメガシ × ○ ○ ○
カクレミノ ○ × ○ ○
カナメモチ ○ ○
キョウチクトウ ○ ○ ○ ○
キンメツゲ
ゲッケイジュ △ ○ ○
コノテガシワ ×
サカキ ○ ○ ○
サザンカ ○ × ○ ○ ○
サンゴジュ ○ ○ ○ ○
チャボヒバ ×
ツゲ
ツバキ ○ × ○ ○ ○
トキワマンサク
ネズミモチ ○ ○ ○
ヒイラギ ○ ○ ○ ー
ヒイラギモクセイ ○ ○
ヒサカキ ○ ○ ○ ○
ピラカンサ ○ ×
マサキ ○ ○ ○ ○ ○
モクセイ × ×

樹木の性質

凡例　○：適する、良い

　　　　△：まあまあ適する

　　　　×：適さない、悪い
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＜資料＞

常緑中木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
モッコク ○ × ○ ○ ○ ○

常緑低木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
アベリア ○ ○
カラタチバナ
クチナシ ○ ○ ×
サツキ類
シャクナゲ ○
シャリンバイ ○ ○ ○
ジンチョウゲ ○ ○
センリョウ ○ ×
チャノキ ○
ツツジ ○
トベラ ○ ○ ○
ナンテン ○ ○
ハクチョウゲ △ ×
ヒイラギナンテン ○
マンリョウ ○
ヤツデ ○ ○ ○ ○

落葉高木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
アキニレ × ○ ○
イチョウ ○
イロハモミジ
エゴノキ △ ○ ○
エノキ ○ × ○
エンジュ ○
オオシマザクラ ○ ○ ○
カエデ類 ×
カツラ ○ ×
クヌギ ○ ○
ケヤキ ○ × ×
コナラ ○ ×
コブシ △ ○ ×
サクラ類
シデ
センダン
ソメイヨシノ ×
トチノキ ○ ×
ナツツバキ △ ○ ×
ナンキンハゼ
ネムノキ ○ ○
ハクモクレン △ ○ ×
ハゼノキ ○ ○
ハナミズキ ×
ヒメシャラ ○ ○
ブナ ○
ホオノキ ○ ○
ミズキ ○ ×
ムクノキ △ × ○
ヤマザクラ
ヤマボウシ ○ ×
ユリノキ ○ × ×
リョウブ ○ ×

落葉中木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
サルスベリ ○
シデコブシ △ ×

凡例　○：適する、良い

　　　　△：まあまあ適する

　　　　×：適さない、悪い

- 15 -



＜資料＞

落葉中木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
シモクレン △ ×
ニワトコ
ハナカイドウ ×
ハナズオウ
ムクゲ
ロウバイ

落葉低木 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
アジサイ ○ × ○
ウツギ
エニシダ
オオデマリ
コデマリ
シモツケ ×
ドウダンツツジ × ×
トサミズキ ×
ニシキギ
ハギ × ×
ヤマブキ △ ○
ユキヤナギ × ×
レンギョウ ○ × ○

つる性植物 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
アケビ
イタビカズラ ○
キヅタ △
サネカズラ ○ ○
テイカカズラ △
ノウゼンカズラ ○ ○
フジ ○
ツルバラ
モッコウバラ

地被植物 耐陰性 成長 排気ガス 潮風 防音 防火
シバ
ツワブキ ○
フッキソウ
ジャノヒゲ

凡例　○：適する、良い

　　　　△：まあまあ適する

　　　　×：適さない、悪い



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士市 都市整備部みどりの課 

〒417-8601 静岡県富士市永田町 1丁目 100 番地 

ＴＥＬ 0545-55-2793 

ＦＡＸ 0545-53-2772 

緑化推進担当： 土地利用担当者 

 

 

 

 

 


